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２ 水道用水供給事業 
埼玉県の水道用水供給事業は、人口増加と生活水準の向上による水需要に対応するとともに、

地下水の過剰汲み上げによる地盤沈下防止対策として、水源を河川表流水に求め、昭和 38 年

度に中央第一水道用水供給事業を創設し、昭和 43 年 4 月、大久保浄水場から県南中央地域に

給水開始したのが始まりである。次いで、昭和 49 年 4 月には東部第一水道用水供給事業とし

て庄和浄水場から県東部地域に給水を開始、同年 7 月からは西部第一水道用水供給事業として

大久保浄水場の施設を拡張し県西部地域に給水を開始した。その後、施設の高度利用、水源の

効率的運用、料金の均一化等を目的として、昭和 53 年 4 月、中央第一、東部第一、西部第一

の 3 事業を統合し、広域第一水道用水供給事業と改称した。 
一方、広域第一水道に接する県中央北部地域も水需要の増大と地下水位の低下等が顕著にな

ってきたため、昭和 51 年に広域第二水道用水供給事業を創設し、広域第一水道の水を融通し

て昭和 53 年 8 月から暫定給水を行うとともに、行田浄水場の建設を進め、昭和 59 年 7 月から

本格給水に入った。 
その後、広域第一水道では新たな水需要に対処するため、新三郷浄水場を建設し、平成 2 年

7 月から給水を開始した。また、広域第二水道では給水区域を拡張(日高市他 8 町)して昭和 63
年度から送水施設の建設に着手し、平成 3 年 4 月から順次給水を開始した。 
平成 3年 4月１日からは、水道施設の合理的な運用と、水道用水の安定供給の確保を目的に、

広域第一水道と広域第二水道の事業統合を行い、給水区域を更に拡大(飯能市他 8 市町 1 団体)
して、名称を埼玉県水道用水供給事業とした。 
また、安定供給水量の確保や危機管理機能の強化などを目的として、平成 14 年 1 月から荒

川右岸では県内初めてとなる吉見浄水場の建設に着手し、平成 17 年 7 月から県西部地域の 12
市町村(10 団体)へ水道用水の供給を開始した。 
さらに、平成 22 年 4 月 1 日から、新三郷浄水場において高度浄水施設が稼働し、より安全

な水道用水を、草加市、八潮市、三郷市の全域と、川口市、越谷市、吉川市の一部の地域に給

水している。 
現在、日最大施設能力 266 万 5 千ｍ3の施設により、58 市町(55 団体)に対し、日量約 171 万

ｍ3の水道用水を供給している。 

 (1) 給水市町 

さいたま市、川越市、熊谷市、川口市、行田市、所沢市、飯能
はんのう

市、加須
か ぞ

市、本庄市、東松山

市、春日部市、狭山市、羽生
はにゅう

市、鴻巣
こうのす

市、深谷市、上尾市、草加市、蕨
わらび

市、戸田市、入間
い る ま

市、

朝霞
あ さ か

市、志木市、和光市、新座
に い ざ

市、久喜市、八潮市、富士見市、三郷市、蓮田市、幸手
さ っ て

市、日

高市、吉川市、ふじみ野市、白岡市、伊奈町、三芳町、毛呂山
も ろ や ま

町、越生
お ご せ

町、滑川
なめがわ

町、嵐山
らんざん

町、

小川町、川島町
かわじま

、吉見町、鳩山町、ときがわ町、美里町、神川町、上里町、寄居町、宮代町、

杉戸町、越谷・松伏
まつぶし

水道企業団(越谷市・松伏町)、桶川北本水道企業団(桶川市・北本市)、坂戸、

鶴ヶ島水道企業団(坂戸市・鶴ヶ島市)、茨城県五霞
ご か

町   
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埼玉県水道用水供給事業区域図 
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東 京 都 
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群 馬 県 

栃 木 県 
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千 葉 県 
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(2) 事業概要 

令和８年４月１日現在 
 

事 業 
埼 玉 県 水 道 用 水 供 給 事 業 

項 目    浄水場 大久保浄水場 庄和浄水場 行田浄水場 新三郷浄水場 吉見浄水場 

認 可 年 月 日 昭和 39.3.3 昭和 45.3.27 昭和 52.2.10 昭和 53.4.1 平成 3.3.30 

完 成 年 月 日 昭和 59.6.30 昭和 53.3.31 平成 13.3.31 平成 8.5.31 (一部) 
平成 17.6.30 

給 水 開 始 年 月 日 昭和 43.4.2 昭和 49.4.20 昭和 59.7.1 平成 2.7.1 平成 17.7.1 

現在施設能力(m 3／日) 
1,300,000 350,000 500,000 365,000 150,000 

2,665,000 

送水管路延長（ｍ） 777,209 

水 源 計 画 

下久保ダム、利根川河口堰、農業用水合理化等、渡良瀬遊水池、草木ダム、北千葉導水路、 
有間ダム、奈良俣ダム、浦山ダム、荒川調節池、八

や

ッ
ん

場
ば

ダム、滝沢ダム、合
かっ

角
かく

ダム、 
権現堂調節池、思川開発 

水 利 権 ※ 
( m 3 ／ 秒 ) 

最 大 
取 水 量 

10,665  3,175 4,450 4,225 1,760 

24.275 

緊 急 時 の 
水 利 使 用 

12.540 3,608 4,811 4,225 3,134 

28.318 

給 水 市 町 ( 団 体 ) 数 55 団体(34 市 18 町 3 企業団) 

計画給水人口 ( 千人 ) 6,490（令和 7 年度） 

※常時は最大取水量が取水量の上限となるが、事故等の緊急時には緊急時の水利使用の水量を

上限に取水が可能。（水量については令和８年４月 10 日時点許可水量。） 
 

(3) 事業実績 

年度 
区分 令和 3 4 5 6 ７ 

給水人口(人) 7,272,217 7,270,895 7,271,052 7,266,666 7,267,536 

配

水

量

m3 

県 水 

自 己 水 

合計 

635,176,056
（77.6%）  

182,844,528
（22.4%） 

818,020,584
（100%） 

636,922,372 
（79.1%）  

168,176,833
（20.9%） 

805,099,205
（100%） 

634,186,864 
（78.8％）  

170,268,765 
（21.2％） 

804,455,629 
（100%） 

624,653,782 
（77.9％）  

177,024,477 
（22.1％） 

801,678,259 
（100%） 

623,424,157 
（77.6％） 

179,767,508 
（22.4％） 

803,191,665 
（100％） 

料金単価(円/ m3) 61.78(税抜き) 同左 同左 同左 同左 
※自己水とは、県水以外の表流水、伏流水、地下水、他水道事業体からの受水である。 
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(4)令和８年度事業計画 

ア 営業 

給水団体数 
55 

給水量(千 m3) 給水収益 
（税込み) 
（千円) 

料金単価 
（税抜き) 
（m3） 年間 1 日平均 

621,965 1,704 51,134,230 74 円 74 銭 
 
イ 建設 

水道水源開発施設整備 489,803 千円 
南摩ダム水源地域整備事業負担金 等  

  吉見浄水場拡張関連整備（Ⅱ期） 1,127,990 千円 
   東松山第二幹線送水管布設工事 等 
  吉見浄水場拡張関連整備（Ⅲ期） 4,121,014 千円 
   吉見浄水場基礎杭工事 等 
  大久保浄水場高度浄水処理施設整備 11,154,103 千円 
   高度浄水処理施設建設工事 等 
  利根川河口堰大規模地震対策 47,139 千円 
   利根川河口堰大規模地震対策事業負担金 等 
    共同・所沢幹線耐震化（更新）                  390,536 千円 
   共同幹線送水管布設工事 等 
    川口幹線耐震化（更新）                                      1,747,279 千円          
      用地取得 等 
  川口Ⅰ系・Ⅱ系幹線更新 159,040 千円 
   川口幹線送水管更新実施設計業務委託 等 
   
ウ 業務設備整備 

大久保系 3,925,210 千円 
薬品注入棟等築造工事 等 

庄和系 406,962 千円 
硫酸注入機械設備更新工事 等 

行田系 1,878,701 千円 
荒木取水ポンプ所電気設備更新工事 等 

新三郷系 287,242 千円 
１号次亜注入ポンプ更新工事 等 

吉見系 421,847 千円 
吉見浄水場等照明設備更新工事 等 

その他 1,150,221 千円 
    三郷浄水場活性炭注入施設の更新に係る負担金 等 



 - 20 -  
 

水源施設 

 

(令
和
８
年
３
月
３
１
日
現
在
）
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(5) 大久保浄水場  さいたま市桜区宿 618  〒338-0814  電話 048-852-8841 

 
ア 沿革と現況 
当浄水場は、昭和 30 年代後半以降における県南部地域を中心とした急激な人口増加と都市

化現象の進行並びに生活水準の向上に伴う急激な水需要の増大に対処するとともに、水道水源

の地下水から河川表流水への転換による地盤沈下の抑制を図るため、昭和 39 年 3 月に荒川・

利根川水系を水源とし、県南部の人口急増地域を給水区域とする中央第一水道用水供給事業の

建設に着手したことに始まる。 
その後、水源のひっ迫する県西部地域を対象として、昭和 45 年 4 月に西部第一水道用水供

給事業の建設に着手、施設を拡張し、昭和 49 年 7 月に給水を開始した。 
昭和 53 年 4 月には、中央第一、西部第一の 2 事業と庄和浄水場の給水区域を対象とした東

部第一水道用水供給事業との計 3 事業を、水源の総合的運用と施設の一体化及び経営の合理化

等の観点から、広域第一水道用水供給事業として統合した。 
当浄水場は、現在日量 130 万㎥の施設能力を有し、県営水道事業を代表する浄水場である。 

 
イ 主要施設 
種 別 区 分 数量 

 

種 別 区 分 数量 

取水施設 
導水施設 

取 水 口 2 か所 

浄水施設 

急 速 ろ 過 池 86 池 
（高度処理建設中） 導 水 管 2 連×2 

沈 砂 池 4 池 

浄 水 池 

10 池 
(RC 浄水池) 

7 池 
(PC 浄水池) 

取 水 ポ ン プ 井 6 井 

取 水 ポ ン プ 11 台 
(内 5 台変速) 

浄水施設 

分 水 井 2 井 

送水施設 

送 水 ポ ン プ 21 台 
(内 17 台変速) 急 速 撹 拌 池 19 池 

フロック形成池 39 池 
中継ポンプ所 上赤坂中継 

ポンプ所 薬 品 沈 で ん 池 39 池 
(内 30 池傾斜板付き) 

 
ウ 事業実績 (㎥) 

年度 
区分 令和３ ４ ５ ６ ７ 

送

水

量 

年 間 289,538,988 290,872,007 277,887,778 291,580,442 282,036,864 

1 日 平 均 793,258 796,910 759,256 798,851 772,704 

 
エ 位置図（工水共用 ｐ.15） 
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(6) 庄和浄水場  春日部市新宿新田 100  〒344-0113  電話 048-746-4411 

 
ア 沿革と現況 
昭和 40 年以降から、地下水の過剰汲み上げに起因する地下水位の低下や地盤沈下現象が県

東部の越谷市や春日部市等の地域に及んできた。 
このため、県では、地盤沈下防止対策や水源の効率的分配等を考慮した水道広域化の観点か

ら、大久保浄水場による中央第一水道用水供給事業に引き続き、県東部地域を対象に利根川水

系を水源とする東部第一水道用水供給事業を計画し、昭和 45 年 4 月から当浄水場の建設に着

手、昭和 49 年 4 月から一部給水を開始した。 
その後、需要の増加に伴って施設の拡張を行い、さらに、昭和 53 年 4 月には中央第一水道

地域と連絡管で一体化を図り、広域第一水道用水供給事業として統合した。 
当浄水場は、現在日量 35 万ｍ3の施設能力を有している。 

 
 
イ 主要施設 

種 別 区 分 数量 

 

種 別 区 分 数量 

取水施設 
導水施設 

取 水 口 1 か所 

浄 水 施 設 

フロック形成池 8 池 

導 水 管 2 連 薬 品 沈 で ん 池 8 池 

取 水 ポ ン プ 井 2 井 急 速 ろ 過 池 20 池 

取 水 ポ ン プ 4 台(変速） 浄 水 池 2 池(RC 浄水池) 
2 池(PC 浄水池) 

浄水施設 
着 水 井 1 井 

送 水 施 設 
送 水 ポ ン プ 4 台(変速) 

混 和 池 2 池 中 継 ポ ン プ 所 笹久保中継ポンプ所 

 
ウ 事業実績                                 (㎥) 

年度 
区分 令和３ ４ ５ ６ ７ 

送

水

量 

年 間 72,453,107 74,380,710 78,586,864 81,492,135 78,923,832 

1 日平均 198,502 203,783 214,718 223,266 216,230 
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エ 位置図 
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(7) 行田浄水場  行田市小針 1632  〒361-0024  電話 048-559-3660 

 
ア 沿革と現況 
広域第一水道の給水区域に隣接する上尾市、坂戸市、久喜市等の地域においても、人口増加

による水需要の伸長が著しく、水道水源である地下水の水位低下や地盤沈下現象が現れた。 
このため、県は当該地域の水道水源に河川表流水を導入することを目的に、水道広域化構想

の観点から広域第二水道用水供給事業を実施することとし、その基幹施設として当浄水場の建

設に着手した。 
しかしながら、当地域内の水需要のひっ迫した市町村からの早期県水導入の要望に応えるた

め、浄水場完成までの間の緊急暫定的な措置として、広域第一水道の余力をもって対応するこ

ととした。このため、昭和 51 年度から広域第一水道との連絡管を先行布設し、昭和 53 年 4 月

から、上尾市他 17 団体に順次給水を開始した。 
昭和 59 年 7 月に当浄水場が完成し、全域への給水が達成されたことにより、暫定給水も解

消された。 
当浄水場は、現在日量 50 万ｍ3の施設能力を有している。 

 
イ 主要施設 

種 別 区 分 数量 

 

種 別 区 分 数量 

取水施設 
導水施設 

取 水 口 1 か所 

浄水施設 

薬 品 沈 で ん 池 10 池 

導水管・導水路 1 連 急 速 ろ 過 池 40 池 

取 水 ポ ン プ 井 一式(荒木取水 
ポンプ所) 

浄 水 池 
3 池(RC 浄水池) 
3 池(PC 浄水池) 取 水 ポ ン プ 6 台 

（内 3 台変速） 

浄水施設 

着 水 井 
１井 

（2 槽） 

送水施設 

送 水 ポ ン プ 8 台(変速) 

混 和 池 5 池 

中 継 ポ ン プ 所 江南中継ポンプ所 
フロック形成池 10 池 

 
ウ 事業実績 (ｍ3) 

年度 
区分 令和３ ４ ５ ６ ７ 

送

水

量 

年 間 124,139,620 125,354,390 125,261,980 121,336,730 126,154,040 

1 日平均 340,109 343,437 342,246 332,429 345,628 
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エ 位置図 
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(8) 新三郷浄水場  三郷市南蓮沼 1  〒341-0028 電話 048-953-6565 

 
ア 沿革と現況 
 広域第一水道における新たな水需要と地盤沈下の抑制に対応し、大久保浄水場と庄和浄水場

のバックアップ浄水場として、第一期工事（18 万 3 千㎥／日）を昭和 61 年 10 月から着工し、

平成 2 年 7 月に完成した。また、第二期工事（18 万 2 千㎥／日）を平成 3 年度に着工し、平

成 8 年 3 月に完成した。 
 その後、河川水質の変化等へ対処するために、平成 18 年度から埼玉県営水道で初となる高

度浄水施設の建設に着手し、平成 22 年 3 月に完成した。 
 当浄水場は、現在日量 36.5 万㎥の施設能力を有している。 
 
イ 主要施設 

種 別 区 分 数量 

 

種 別 区 分 数量 

取水施設 
導水施設 

取 水 口  

浄水施設 

フロック形成池 8 池 

導 水 管 
一式(東京都と

共同施設) 
薬 品 沈 で ん 池 8 池 

原 水 ポ ン プ 井  急 速 ろ 過 池 32 池 

原 水 ポ ン プ 4 台(使用

権) 浄 水 池 4 池(RC 浄水池) 
1 池(PC 浄水池) 

浄水施設 
着 水 井 1 井 

送水施設 送 水 ポ ン プ 7 台(変速) 
混 和 池 4 池 

 高度浄水

施設 

中 間 ポ ン プ 井 1 井 
中 間 ポ ン プ 4 台（変速） 
オ ゾ ン 発 生 器 2 台 
オ ゾ ン 接 触 池 4 池 
生物活性炭吸着池 16 池 

 
 
ウ 事業実績 (ｍ3) 

年度 
区分 令和３ ４ ５ ６ ７ 

送

水

量 

年 間 104,400,470 105,139,450 108,979,210 93,296,460 99,020,320 

1 日平均 286,029 288,053 297,757 255,607 271,289 
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エ 位置図 
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(9) 吉見浄水場  吉見町大和田 198  〒355-0127 電話 0493-54-1484 

 
ア 沿革と現況 
県内供給水量の安定的確保や荒川右岸に当たる県西部地域の危機管理体制の強化、稼働以来

30 年以上を経過した大久保浄水場等の施設更新時における給水能力の維持を目的とし、新たな

浄水場が必要となった。 
そこで、当浄水場は、平成 3 年に国の認可を得て、建設場所を荒川からの安定した水質と水

量の取水が可能となる武蔵水路合流直下の吉見町大和田地域に決定し、一期工事として平成 14
年 1 月に着工、平成 17 年 7 月に給水を開始した。 
また、事故や災害時における安定給水を確保するため、緊急備蓄用貯水施設として送水調整

池を築造し、平成 21 年 11 月に完成した。 
当浄水場は、県営水道 5 番目の浄水場として、これまで大久保、行田の両浄水場が担ってい

た県西部地域の 11 市町（10 団体）を受け持ち、現在日量 15 万ｍ3 の施設能力を有している。 
 
イ 主要施設 

種 別 区 分 数量  種 別 区 分 数量 

取水施設 
導水施設 

取 水 口 1 か所  

浄水施設 

薬 品 沈 で ん 池 5 池 

導 水 管 2 連  急 速 ろ 過 池 16 池 

沈 砂 池 2 池  浄 水 池 
2 池(RC 浄水池) 
2 池(PC 浄水池) 

取 水 ポ ン プ 4 台 
(内 2 台変速)  

送水施設 

送 水 ポ ン プ 4 台(変速) 

着 水 井 1 井  

中 継 ポ ン プ 所 

高坂中継ポンプ所 

浄水施設 
混 和 池 2 池  高倉中継ポンプ所 

フロック形成池 5 池  瀬戸増圧ポンプ所 

 
ウ 事業実績 (ｍ3) 

年度 
区分 令和３ ４ ５ ６ ７ 

送

水

量 

年 間 45,998,360 42,250,760 44,564,100 37,664,440 37,443,150 

1 日平均 126,023 115,756 121,760 103,190 102,584 
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エ 位置図 
 

 



 - 30 -  
 

(10) 水質管理センター 行田市小針 1632(行田浄水場内) 〒361-0024 電話 048-558-1051 

 
ア 沿革と現況 
平成 5 年 12 月の水道水質基準の大幅な改正に伴い、検査体制の拡充が必要となったため、

各浄水場で実施していた水質検査業務を集約化し、効率的な水質管理を目的として、平成 6 年

4 月、行田浄水場に水質管理室を創設した。その後、水道水質の調査研究、検査業務の充実を

図るため、平成 8 年 4 月に水質管理センターとして独立した。 
さらに、水源河川の監視や水質事故対応の強化、水質管理に関する課題への対応、浄水場や

受水団体への技術支援等のため、平成 13 年度から独立した庁舎で業務を実施している。 
また、平成 25 年 12 月には「水道 GLP」の認定を取得して、水質検査の品質管理と検査技

術の向上を図るシステムの運用を行い、水質検査の信頼性の確保に努めている。 
 
イ 主な業務の内容 
  給水先の定期検査及び臨時検査、浄水場の原水及び浄水の水質試験 
  水源河川の水質監視及び調査 
  水質異常時の対応 
  浄水場水質管理に関する支援 
  放射性物質の検査 
  水質管理に関する調査、研究 
  受水団体との技術交流 
  その他 

 
ウ 主な分析機器等 

分析機器等 主な分析項目 
分光光度計 非イオン界面活性剤等 
水銀分析計 水銀 
イオンクロマトグラフ（IC） シアン化物イオン、フッ化物イオン、塩化物イオン等 
誘導結合プラズマ質量分析計(ICP/MS) カドミウム、ひ素、鉛、ナトリウム等の金属類 
ガスクロマトグラフ質量分析計(GC/MS) THM 類等揮発性有機化合物、かび臭物質、農薬類 
高速液体クロマトグラフ(HPLC) ホルムアルデヒド、陰イオン界面活性剤 

高速液体クロマトグラフ質量分析計(LC/MS) 臭素酸、過塩素酸、ハロ酢酸類、フェノール類、 
PFOS 及び PFOA、農薬類 

液体クロマトグラフ高分解能精密 
質量分析計(LC/OrbitrapMS） 浄水処理対応困難物質、農薬類 

全有機炭素分析計(TOC) 全有機炭素(TOC) 
落射蛍光顕微鏡 クリプトスポリジウム、ジアルジア 
リアルタイム PCR ウイルス、クリプトスポリジウム、ジアルジア 
ゲルマニウム半導体検出器 放射性ヨウ素、放射性セシウム 
走査型電子顕微鏡 異物 
フーリエ変換型赤外分光光度計(FT-IR) 異物 
水質試験車(分光光度計) 六価クロム、シアン、フェノール類(吸光光度法)等 
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エ 位置図 
 行田浄水場位置図 参照 
 


